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研究成果の概要（和文）：本研究では、日本と欧米諸国（アメリカ、イギリス、ドイツ、スイス）の地方自治体を比較
することを通じて、基礎的自治体の政策過程において政治参加、とくに住民投票等が強い影響力を有していることを指
摘したうえで、政治教育（市民教育）が有権者の政治的判断能力を高め、デモクラシーの深化のためにも必要であるこ
とを明らかにした。また、市民教育は子どもや若者のみならず、成人に対しても必要であることを述べた。

研究成果の概要（英文）：Through a comparison of the municipalities in Japan and selected Western 
countries (the USA, England, Germany and Switzerland), this study clarified that the political 
participatory mechanisms of referendums and initiatives have a strong influence in the policy process of 
a municipality, and that political education or citizenship education is needed to improve the political 
judgment of voters and to deepen democracies. Moreover, this study insisted that political education or 
citizenship education is needed not only for children and young people, but also for adults.
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１．研究開始当初の背景 
本研究は以下のような疑問から出発して

いる。 
第一に、住民参加制度によって住民の意思

が政策に反映されているのか、ということで
ある。1990 年代半ばからの地方分権改革は
中央集権を是正し、団体自治の側面を強化し
た。その後、地方自治のもう一つの側面であ
る住民自治が注目されるようになった。とく
に、多くの自治体で住民投票が請求されてい
るように、議会と首長という代表機関だけで
なく、住民も意思決定に参加することを求め
ている。こうした動きを背景に、第 30 次地
方制度調査会でも、住民投票について検討が
された。そこで本研究では、日本と欧米諸国、
とくに住民投票の実績が多いスイスやアメ
リカを中心に比較をしながら、住民の意見が
いかに政策に反映されているか、解明しよう
と考えた。 
第二に、自治体における住民参加は、自治

体の政策過程において、どのような機能を果
たしているのか、という疑問である。住民投
票の実施を求める直接請求をはじめ解職請
求など直接請求制度が頻繁に利用されるよ
うになってきた。その一方で、地方議会や首
長の選挙については、投票率は決して高くな
く、むしろ国政選挙などに比べて低い。この
ような傾向は、日本のみならず欧米諸国にお
いてもみられる。そうであれば、「政治」に
参加したいと考えているのは、一部の「能動
的な市民」が求めているにすぎないとも考え
られるのではないか。そこで、住民参加制度
と、議会、首長などの代表機関、自治体職員、
住民との関係について比較研究を試みよう
と考えた。 
第三に、住民は政策課題を十分に理解し、

とくに意思決定に参加する場合に、主体的に
判断して決定しているのか、ということであ
る。最近の日本の地方自治でも、首長や議会
（議員）が有権者の情緒や感情に訴えて支持
を獲得しようとする行動が目立っている。ま
た、有権者も深く考えることなく、そうした
人に呼応することで、欲求不満や不安を解消
しているということはないのか。逆にいえば、
イメージ先行で支持を集めるような大衆迎
合的な政治は、住民の判断能力が高まれば、
避けられるのであろうか。このような疑問か
ら、「普通の住民」が「能動的な市民」とし
て政策判断ができるような「政治的素養」を
身につけることの可能性を「市民教育」に求
め、それに関する日本における現状と諸外国
における例などを考察しながら検討しよう
と考えた。 
そこで本研究では、住民参加、とくに政治

参加の政策過程への影響について考察する
とともに、それが有する政治的社会化の機能
と「市民教育（政治教育）」の可能性と限界
についても国際比較を通じて、解明しようと
努めた。 
 

２．研究の目的 
本研究では、日本と欧米諸国の基礎的自治

体における住民参加に関する制度と実際に
ついて比較研究を通じて、日本の住民参加の
特徴と課題を明らかにすることを目的とし
ていた。 
そのために、まず、住民参加の制度によっ

て、住民の意思が自治体の政策過程にいかに
反映されるのか、各国の自治体を比較する。 
また、住民参加を、公職選挙の投票や特定

の争点に対する住民投票などの「政治参加」
と、首長など執行機関による「行政参加」の
両面から捉えつつ、とくに「政治参加」に焦
点を当てて、それがもつ政治的社会化の機能
について議論するとともに、政策課題に対す
る住民の判断能力、意思決定に不可欠な「政
治的素養」を育成する「市民教育」について、
日米欧諸国の基礎的自治体の現状を比較し
て考察する。 
このように国際比較によって、日本の住民

参加の特徴と課題を明らかにすることを目
的としていた。 
 
３．研究の方法 
本研究は、地方自治体における住民参加に

ついて、首長をトップとする執行機関に関す
る「行政参加」と議会など議事機関に関する
「政治参加」のうち、とくに後者が住民によ
ってどのように活用され、また機能している
のか、日本をはじめアメリカ、イギリス、ド
イツ、スイス各国の地方自治体を取り上げて
比較検討することにした。 
まず各国の住民参加に関して、先行研究に

あたり考察した。また「政治参加」の実態を
探るために現地調査を実施し、当該自治体の
住民、議員、首長、自治体関係者にインタビ
ューを実施した。 
さらに、各国の自治体における住民参加制

度と政治的社会化の関係を把握するために、
先行研究にあたるとともに、住民に対する
「市民教育」の方法や制度化について、関係
者にインタビューを実施した。 
以上の方法で、日本の住民参加の特徴と課

題を明らかにするという研究目的を達成し
ようと試みた。 
 
４．研究成果 
（１）研究経過 
本研究は3ヵ年の研究期間であったことか

ら、1年目の平成 24 年度は、1.住民参加に関
する先行研究の整理と、2.現地調査を実施し
た。 
まず、1.先行研究の整理では、日本と欧米

諸国（アメリカ、イギリス、ドイツ、スイス）
の基礎的自治体における住民参加について
文献にあたり理解を深めた。とくに欧米諸国
で発展し、日本でも導入されつつある、基礎
的自治体における住民投票や「プラーヌンク
スツェレ（計画細胞）」、討論型世論調査とい
った「政治参加」の手法について理解を深め



た。 
 次に、2.現地調査の実施では、平成 25 年 3
月上旬から中旬にかけてスイスのチューリ
ヒ市、ドイツのミュンヘン市を訪問し、各地
の自治体関係者、議会関係者に対して「住民
参加」についてインタビューを実施するとと
もに、関係する多くの文献、資料を入手した。
とくに、チューリヒ市議会事務局長や元チュ
ーリヒ州議会議員、元チューリヒ市議会議員
候補などにも、聞き取り調査を実施した。 
2年目の平成25年度は、前年度に引き続き、

1.住民参加に関する先行研究の整理と、2.欧
米諸国の基礎的自治体において現地調査を
実施した。 
まず、1.先行研究の整理では、とくに住民

参加と「市民教育（シティズンシップ教育）」
との関係について研究した。住民の政治への
参加や行政への参加を制度化しても、住民が
自ら判断して参加する能力がなければ、形式
的な参加にすぎなくなり、このような場合、
かえって政治権力、行政権力を有する側にと
って都合の良いように利用される可能性が
ある。そのために、住民の側には、自ら主体
的に参加し、自ら判断できるだけの政治リテ
ラシーが求められる。このような参加の課題
について、とくにイギリスのシティズンシッ
プ教育を中心に先行研究にあたり、これまで
の議論について考察した。 
次に、2.現地調査の実施では、アメリカの

サンフランシスコ市とスイスのチューリヒ
市で自治体関係者にインタビューを行った。
サンフランシスコ市は、住民、とくに若者の
政治参加を促すために学校教育においての
みならず、選挙の際の投票立会人等のボラン
ティアを募集するなどして、現実の政治を経
験させることを行っている。また、チューリ
ヒ市の場合は、学校教育における政治リテラ
シーよりも、頻繁に実施される住民投票や選
挙によって有権者のみならず、選挙権を有し
ていない若者も、政治に対する関心を高める
ことにつながっている。つまり、現実の政治
が「市民教育」になっているのである。 
3 年目（最終年）の平成 26 年度には、日本

と欧米諸国の基礎的自治体における住民参
加に関する制度と実際について、これまでの
研究で残された課題について取り組んだ。 
まず、住民参加と「市民教育」の関係につ

いて、さらにこれまでの研究の適否を明らか
にするため、イギリスのロンドンとスイスの
チューリヒ市で現地調査を実施した。とくに
スイスの場合には、日本の学校教育において
政治等を教える社会科（公民）のような授業
がカリキュラムに組み込まれているのでは
なく、日常的に政治に関与できる、あるいは
関心を持つことができる社会環境にあるこ
とが住民参加のインセンティヴになってい
ることが確認された。また、地域の政治に参
加することが、自分の参加が政治に影響を与
えているという「政治的有効性感覚」を高め
ることを確認した。 

 
（２）主な成果 
以上、述べてきた研究、調査によって得ら

れたこととしては、以下のとおりである。 
まず、政治参加の制度と状況についてであ

る。住民参加等の直接民主制をはじめとする
政治参加については、スイスとアメリカの一
部の州において制度化されており、また活用
されている。また、住民投票の結果は、最終
的な意思決定であり、政策過程において重要
である。ドイツでも 1990 年代以降、ほとん
どの自治体で住民投票等が制度化されるよ
うになり、一部の自治体では活用されている。
それに対して、イギリスでは直接民主制につ
いては積極的ではない。それでも、2000 年以
降、50 ほどの自治体で公選市長導入の是非を
問う住民投票が実施されている。日本でも自
治体においては 1996 年以降、（市町村合併に
関係するものを除き）約 30 件の住民投票が
実施されてきた。このような住民投票等の直
接民主制は政策過程に強い影響を与えるこ
とが改めて確認できた。 
ところが、本研究で対象とした国における

政治参加の状況は、参加率という点から考え
ると必ずしも芳しくはない。住民投票の投票
率は、いずれの自治体においても 5割を下回
ることが少なくなく、場合によっては 3割を
下回ることもある。日本では住民投票自体が
珍しいことから、投票率は比較的高く、平均
すると 6割を超えるが、それでも自治体によ
っては 3割程度のところもあった。 
さらに各国の自治体議会選挙の投票率（最

近の選挙の場合）でも、ドイツのミュンヘン
市で 42.0％、スイスのチューリヒ市では
42.6％で、過半数を下回っている。また、イ
ギリス・ロンドン特別区のルイシャム区では
37.2％で、他の特別区の投票率も 40％程度で
あった。アメリカのサンフランシスコ市は
53.0％と 5割を超えているが、アメリカの場
合には有権者登録などで他の国とは事情が
異なるかもしれない。ちなみに、日本の場合、
2015 年の統一地方選挙では、過去最低の投票
率といわれ、道県議会選挙で 45.1％、市町村
議会で 48.6％であった。他国の自治体と比べ
て日本が著しく低いというわけではないが、
町村議選挙を除いて、最近では過半数を下回
ることが定着している。 
それでは、政治リテラシーを育むことが期

待されている「市民教育」は、各国でどうな
っているのか。アメリカは、州ごとに大きく
制度が異なり、一般化することは困難である
が、学校教育における教科としての社会科に
おいて民主制や「市民教育」を教えている。 
イギリスでは、「市民教育」が導入された

のは比較的最近である。1997 年の労働党政権
の誕生によって市民社会や市民の非営利活
動の必要性が強調され、学校教育における
「市民教育」を重視されるようになった。そ
の結果、2002 年から「市民教育」が必修科目
とされるようになった。ただし、保守党への



政権交代によって、2011 年からは「市民教育」
は必修科目から選択科目になった。 
ドイツでは、連邦内務省が管轄する連邦政

治教育センター（BPB）が民主制の教育を目
的として設立されており、「市民教育」を担
っている。BPB は各州にもセンターが置かれ
ている。同センターはデモクラシーの重要性
を説くとともに、各学校を通じても実際の政
治を題材にした教育が行われている。 
スイスは、州ごとに教育制度が異なるが、

一般的には、歴史の授業において政治制度を
教えるものの、「市民教育」が教科科目にな
っているわけではない。また、集中講義の形
で公民科（Staatskunde）の授業はあるが、
授業時間は短い。 
以上のように、内容や科目としての位置づ

けは異なっているものの、いずれの国におい
ても、多少なりとも授業科目として「市民教
育」「公民科」が存在する。では、「市民教育」
と住民投票や選挙への投票率と何らかの関
係があるのか。本研究で明らかになったのは、
必ずしも「市民教育」の内容や位置づけと投
票率との密接な関係があるとはいえない、と
いうことである。むしろ、住民投票の場合に
は、対象となるテーマに関心または利害関係
があるか、によって投票率は異なってくる。 
例えば、スイスの場合には、選挙、とくに

議会選挙の投票率は一般的に高くはない。そ
の背景には、重要な決定は住民投票にかけら
れることになるため、議員選挙はそれほど重
要ではなく、関心も低い。しかも、住民投票
についても全体的には投票率は高いとはい
えない。ただし、自分たちに直接関係がある
ようなテーマになると投票率は高くなる。ま
た規模が小さい自治体で投票率が高くなる
傾向がある。 
もちろん、投票率のことだけを考えるなら

ば、投票を義務づけ、棄権する場合には罰則
が適用される「義務投票制」にすれば、投票
率は 70％～80％を超えるようになろう。ただ
し、そのような義務投票にすることが果たし
てデモクラシーにとって適切なのか、議論が
必要である。 
 
（３）本研究で得られた成果の国内外におけ
る位置づけとインパクト 
本研究からは投票率の高低と「市民教育」

との直接的な関係は見出せなかった。ただし、
このことが「市民教育」を必要としない、と
いうことを意味しているのではない。むしろ、
「市民教育」は、学校のカリキュラムとして
位置づけるか否かは別として、子ども、若者
のみならず、成人、高齢者にも必要なことで
ある。その点で、選挙のみならず、住民投票
等を通じての政治参加の機会を増やすこと
は重要なことである。つまり、政治参加の機
会が増えれば、自ら判断する機会も増える。
政治的意思決定を経験することによって、そ
の重要性が理解できる。授業科目として政治
の必要性、デモクラシーの重要性を述べるだ

けでなく、実際の政治を経験することがさら
に政治参加の動機につながる。確かに、頻繁
に住民投票や国民投票が実施されているス
イスにおいては、投票率は高いとはいえない。
しかしながら、政治参加を通じて、有権者が
政治を実際に動かしているという感覚、いわ
ば「政治的有効性感覚」は強い。また、日常
的に政治を意識することになる。日常的に政
治を意識する環境では、新しい世代も政治を
意識することになり、有権者になったときも
それに参加するための基礎になる。政治参加
の可能性が常に開かれている、ということが
デモクラシーにとって重要であり、日常的な
参加が「市民教育」の一環となるのである。 
この点で、日本の状況を鑑みると、教科と

しては「政治・経済」や「現代社会」といっ
た「公民科」はあるが、実際の社会の問題に
取り組むというよりも、制度や仕組みを教え、
受験のための教科となっている傾向がある。
それよりもむしろ現実の選挙のときに模擬
投票を経験できるようにすること、各政党の
政策について議論するようにすることの方
が「市民教育」には必要である。政治を遠ざ
けるのではなく、身近な存在として意識させ
ることが重要である。選挙年齢を下げるとい
うことであれば、ますます現実社会に根差し
た「市民教育」が求められる。 
本研究は、政治参加および「市民教育」に

ついての各国の比較研究を通じて、有権者、
住民の政治的判断能力を高め、デモクラシー
を深化させるためには「市民教育」が必要で
あること、そして「市民教育」は単に政治的
な知識を教えるのではなく、現実の社会に基
づく実践的な教育が必要である、ということ
を明らかにした。こうした成果は、日本にお
ける政治参加とそれを支える市民の政治リ
テラシーをめぐる議論に寄与し得るもので
あるといえる。 
 
（４）今後の展望 
今回、対象とした国および自治体において

は、必ずしも投票率が高いというわけではな
かった。積極的に参加する住民がいる一方で、
ほとんど関心を示さない住民もいる。しかも
近年では後者が増える傾向にあることが問
題になっている。確かに、投票率（参加率）
は高ければ良い、というものではない。また、
強制的に参加させることはデモクラシーに
とっても望ましいとはいえない。投票率の低
下は、政治に対してとくに不満はない、とい
うこともあるのかもしれない。しかし、本研
究では、日本をはじめ各国の投票率の低下に
ついての原因、理由は十分に解明されたわけ
ではない。この点については、今後の残され
た課題であるといえよう。 
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